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今週のことば

不動産情報ライブラリ

国交省は不動産取引の参考となる情報を

集約したＷＥＢサイトを運用開始。取引価

格や地価公示等の価格情報をはじめ、防

災、都市計画、周辺施設等を地図上に表示｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ４／　８(月) 先勝　花まつり

 　　　９(火) 先負　旧暦３月１日

 　　１０(水) 仏滅　源泉所得税の納付期限、日米首脳会談、法テラスの日

 　　１１(木) 大安　メートル法公布記念日、日米比首脳会談

 　　１２(金) 赤口

 　　１３(土) 先勝　大阪・関西万博開幕まで１年

 　　１４(日) 友引

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 4/ 1(月) 39,803 ▼566   151.34 ▼0.01

    2(火) 39,839 △ 36   151.67 ▼0.33

    3(水) 39,452 ▼387   151.67 ±   0

    4(木) 39,773 △321   151.68 ▼0.01

    5(金) 38,992 ▼781   151.33 △0.35

４月から始まる主な制度（その他）

　労働･社保･税制以外の主な制度は次のとおりです。

◎相続登記の申請義務化……相続（遺言も含む）に

よって不動産（土地・建物）を取得した相続人は「不

動産を相続で取得したことを知った日から３年以

内」に相続登記の申請をすることが義務付けられま

した。施行前の相続で取得した不動産も相続登記を

していない場合は義務化の対象となり、令和９年３

月までに相続登記をする必要があります。なお、遺

産分割がまとまらない場合などに、簡易に申請義務

を履行できる「相続人申告登記」が新設されます。

◎民法（親子法制）の改正……嫡出推定制度が見直

され、＊婚姻の解消等の日から３００日以内に生まれ

た子でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生ま

れた子は再婚後の夫の子と推定する規定を設ける、

＊女性の再婚禁止期間を廃止、＊夫のみに認められ

ていた嫡出否認権を子及び母にも認める、など。

◎商標法の改正……＊他人が既に登録している商標

と類似する商標でも、先行商標権者の同意があり、

混同が生じるおそれがない場合は併存登録ができる

「コンセント制度」を導入、＊氏名を含む商標でも

一定の知名度がある等の要件を満たす場合は、同姓

同名の他人の受諾がなくて登録が可能となります。

◎不正競争防止法の改正……＊デジタル空間におい

て他人の商品形態を模倣した商品の提供行為を規制

対象にする、＊他者と共有するビッグデータは、秘

密管理されたものも限定提供データとして保護対象

にする、＊不正競争によって利益を侵害された場合

の損害賠償額算定規定を拡充、＊営業秘密の不正な

使用等の推定規定を元々アクセス権限のある者（元

従業員等）などにも適用する、など。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１４

土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置

　今月から相続登記の申請が義務化されました。

相続により土地を取得した場合の相続登記につい

て、本来は土地の価額に対して０.４％の登録免許

税が課せられますが、①相続により土地を取得し

た方が相続登記をしないで死亡した場合、又は②

不動産の価額が１００万円以下の土地である場合は、

登録免許税の免税措置が受けられます。

　①は登記名義人の被相続人Ａから相続により土

地を取得した相続人Ｂが相続登記をしないまま亡

くなった場合に、Ｂを土地の登記名義人とするた

めの相続登記が該当します。また、②は不動産の

価額が１００万円以下の土地を相続により取得した

相続人が相続登記を受ける場合が該当します。

公的年金を受給する給与所得者の定額減税

　令和６年度税制改正が成立し、定額減税が実施

されますが、給与所得者は主たる給与の支払者の

もとで６月以後最初に支払われる給与等の源泉徴

収税額から控除が行われ、公的年金等の受給者は

６月以後最初に支払われる公的年金等の源泉徴収

税額から控除が行われます。

　公的年金等の支払を受ける給与所得者について

は、給与等と公的年金等の両方で定額減税の適用

を受けることになりますが、確定申告で重複控除

の精算を行います。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。

詳

細

請

求

手

順

発行日２０２４年 ４月 ８日(月)



情報ＢＯＸコード２０１５１４                     ２０２４． ４． ８ 

令和 6 年 4 月から適用開始となる主な制度（労働・社保・税制以外） 

◆相続登記の申請義務化 

・相続（遺言を含む）により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があっ

たことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から３年以内に相続登記の申

請をすることが義務付けられました。 

・上記の基本的義務とは別に、遺産分割が成立した場合の追加的義務として、遺産分割の成立日か

ら３年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請することが義務付けられました。 

・正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10 万円以下の過料の対象となります。 

・施行日（令和６年４月１日）より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、

相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和９年３月 31 日まで

（不動産を相続で取得したことを知った日が令和６年４月以降の場合は、その日から３年以内）に

相続登記をする必要があります。 

・３年以内に相続登記の申請をすることが難しい場合などに簡易に相続登記の申請義務を履行でき

るようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新設されました。 

◆民法（親子法制）の改正による嫡出推定制度の見直し 

・婚姻の解消等の日から 300 日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚

した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。 

・女性の再婚禁止期間を廃止しました。 

・これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。 

・嫡出否認の訴えの出訴期間を 1 年から 3 年に伸長しました。 

◆商標法の改正 

・先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標権者の同意（コンセント）があ

り、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録を認め

る「コンセント制度」を導入されました。 

・「他人の氏名」を含む商標の登録要件を緩和し、一定の知名度の要件と出願人側の事情を考慮す

る要件（政令要件）を満たす場合は、同姓同名の他人の承諾なく登録を受けることができます。 

◆不正競争防止法の改正 

・他人の商品の形態を模倣した商品の提供行為について、デジタル空間上の商品形態模倣品の提供

行為（電気通信回線を通じて提供する行為）も不正競争の対象とします。 

・ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提

供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。 

・損害賠償額算定規定に関して、対象情報を営業秘密全般に拡充し、データや役務を提供する場合

にも拡充するとともに、被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求

できるなど規定を整備しました。 

・営業秘密の使用等の推定規定に関して、適用対象を元々アクセス権限のある者（元従業員など）

や、不正な経緯を知らずに転得したがその経緯を事後的に知った者にも、悪質性が高いと認められ

る場合に限り拡充しました。 

・商標法のコンセント制度により同意した両者のうち一方が、不正の目的でなく商標を使用してい

る場合には、その者の商標の使用行為を不正競争行為として扱わない（適用除外）こととします。 

・OECD 外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で実施するため、自然人及び法人に対する法定

刑を引上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とします。 

 ・国際的な営業秘密侵害事案における手続を明確にするため、国外において日本企業の営業秘密

の侵害が発生した場合にも日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用します。 

◆その他 

・金融商品取引法の改正により、四半期報告書を廃止し、上場会社に対して半期ごとに半期報告書

の提出を義務付ける、など。 

・特許出願の審査請求料の減免制度について、減免を受ける特許出願の件数に一部制限を設ける。 

・配偶者暴力防止法の改正により、＊接近禁止命令等の申立てができる被害者を拡大、＊「被害者

への電話等禁止命令」の対象行為の追加、＊接近禁止命令等の期間を 1 年間に伸長、＊保護命令違

反の厳罰化、など。 


